
日本税関労働組合 青年委員会規則 

 
第 1章 総則 

（根拠） 

第１条 この規則は、日本税関労働組合規約（以下、「規約」という。）第３２条第２項に基づき定める。 

 

（名称） 

第２条 この組織の名称は、「日本税関労働組合青年委員会」といい、略称を「青年委員会」という。 

 

（事務所） 

第３条 この組織の事務所は、日本税関労働組合事務所内に置く。 

 

（目的） 

第４条 この組織は、日本税関労働組合（以下、「税関労組」という。）の方針に基づいて地区本部青年

部の育成と相互連帯の強化を図るとともに、円滑な運営に資することを目的とする。 

 

（事業） 

第５条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）青年層の地位向上のための行動に関すること 

（２）地区本部の相互連帯強化を積極的に推進すること 

（３）民主的青年団体との連帯及び共同行動に関すること 

（４）その他前条の目的達成に必要なこと 

 

第２章 会議 

（会議） 

第６条 この組織に次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）青年委員会 

 

（成立） 

第７条 総会は、代表者及び役員のそれぞれの過半数の出席をもって成立する。 

２ 青年委員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 

 

（決定） 

第８条 会議の議案は、出席構成員の過半数をもって決定する。 

 

（議長） 

第９条 総会における議事運営は、議長が行う。 

 

（総会） 

第１０条 総会は、代表者及び役員で構成し、青年委員長が招集する。なお、次のいずれかに該当した

場合は、青年委員長が招集しなければならない。 

（１）地区本部青年部の３分の１以上の要求があった場合 

（２）中央執行委員会が必要と認めた場合 
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２ 総会の招集は、少なくとも開会の日の５日前までに主要議案を示し、公示しなければならな

い。 

 

（代表者の選出） 

第１１条 代表者の定数は、青年委員会が決定し、中央執行委員会の承認を得なければならない。 

２ 代表者は、地区本部青年部委員会が選出する。 

 

（総会付議事項） 

第１２条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 

（１）活動経過 

（２）活動計画 

（３）その他、青年部委員会が必要と認めた重要事項 

 

（青年委員会） 

第１３条 青年委員会は、役員で構成し、必要の都度、青年委員長が招集する。なお、次のいずれかに

該当した場合は、青年委員長が招集しなければならない。 

（１）地区本部青年部長の３分の１以上が招集を要求した場合 

（２）中央執行委員会が必要と認めた 場合 

２ 青年委員会は、第４条の目的に沿って、第５条の事業を円滑に運営する。 

３ 青年委員長は、会議を運営し、その決定事項を中央執行委員会に報告しなければならない。 

 

第３章 役員 

（役員） 

第１４条 この組織に、次の役員を置く。 

（１）青年委員長    １ 名 

（２）副青年委員長   若干名 

（３）書記長      １ 名 

（４）執行委員     若干名 

 

（任務） 

第１５条 役員の任務は、次のとおりとする｡ 

（１）青年委員長は､この組織を代表し､すべての業務を統轄する｡ 

（２）副青年委員長は､青年委員長を補佐し､青年委員長に事故ある場合は､その職務を代行す

る｡ 

（３）書記長は､青年委員長を補佐し､この組織の事務を行う｡ 

（４）執行委員は、青年委員長の定めるところにより、それぞれの任務を分担する。 

 

（選出） 

第１６条 青年委員長は、中央執行委員会が決定する。 

２ 役員（青年委員長を除く）は、地区本部青年部委員会が選出し、中央執行委員会の承認を得

なければならない。 
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第４章 その他 

（規約等の準用） 

第１７条 この規則に定めのない事項は、規約及び規則による。 

 

（改廃） 

第１８条 この規則は、大会の審議を経なければ改廃することができない。 

 

 

附 則（平成 17年 10月 12日 第 46回大会） 

１ この規約は、平成 17年 10 月 14日から施行する。 

 

 

附 則（平成 30年 9月 22日 第 59回大会） 

１ この規約は、平成 30年 9 月 23日から施行する。 


